
水先制度について
みずさき

１１.. 水先の目的水先の目的

○ 水先とは、船舶が輻輳する水域等、交通の難所（全国３９の水先
区）において水先人が乗り込み船舶を導くこと。

○ 船舶交通の安全の確保及び運航能率の増進のため、国際的に
実施されている制度。

○ 当該船舶のみならず、水域を航行する多数の船舶の安全や、港
湾機能の保全、海洋汚染防止等にも資する。

（２）操舵室で、船長に安全な操船の助言・指導をする（１）水先人は、縄ばしごに乗り移り、船舶に乗り込む

２２.. 強制水先制度強制水先制度

○全国で特に交通の難所とされる港又は水域１０ヶ所で、国土交通

大臣の免許を有する水先人の乗船を義務付けている。
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水 先 法 の 概 略

明治32年（1899年）旧水先法制定
昭和24年（1949年）現行法制定（強制水先制度導入）
昭和39年（1964年）一部改正（水先人会等の設置）
昭和50年（1975年）一部改正

(水域毎に強制水先対象船舶を定めることを可能とした）

水先法の主な改正

「船舶交通の安全」を図ること。
（併せて「船舶の運航能率の増進」に資すること。）

水先人の免許（免許要件、欠格条項等）
水先人試験（身体検査及び学術試験）
水先人の免許更新（５年毎に更新）
身体検査（毎年の受検義務）

水先人関係

水先区（全国３９区）
強制水先制度
（全国１０水域・一定以上の大きさの船舶に水先人の乗船を義務付け）

水先区等関係

水先業務（引受義務、業務用施設確保義務等）
水先料金（トン数及び喫水を標準として省令で規定）
水先約款（届出制）

水先業務関係

水先人会（水先区毎に２名以上の水先人により設立義務）

水先人会関係

免許の取消し等の行政上の監督
罰則

監督等関係

《水先法の目的達成のための手段》
１．水先人となろうとする者の資格に係る規定

２．水先業務の適正かつ円滑な遂行の確保に係る規定

《水先法の目的》



釧路 3人 456隻

苫小牧 5人 1,150隻

室蘭 4人 868隻

函館 2人 131隻

小樽 1人 67隻

留萌 1人 19隻

八戸 3人 683隻

釜石 2人 104隻

仙台湾 5人 1,046隻

秋田船川 3人 299隻

酒田 2人 125隻

小名浜　 4人 512隻

鹿島 7人 2,526隻

東京 18人 6,810隻

東京湾 62人 30,679隻

横須賀 97人 22,346隻

新潟 5人 752隻

伏木 3人 460隻

七尾 2人 284隻

田子の浦 3人 415隻

清水 4人 1,244隻

伊良湖三河湾 85人 15,429隻

伊勢湾 37人 13,112隻

尾鷲 2人 28隻

舞鶴 2人 165隻

和歌山下津 5人 880隻

大阪湾 82人 13,852隻

阪神 35人 12,593隻

内海 115人 15,711隻

境 2人 374隻

関門 29人 9,453隻

小松島 2人 145隻

博多 6人 2,050隻

佐世保 3人 884隻

長崎 3人 283隻

島原海湾 3人 999隻

細島 2人 210隻

鹿児島 3人 217隻

那覇 4人 498隻

全水先区合計 656人 157,859隻

水先区
年度末員数

（人）
水先隻数
（隻）

水先区別の水先員数及び水先実績（平成１６年度）
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＜水先人の構成＞

人数 比率 人数 比率 人数 比率

50歳以下 2人 0.3% 0人 0.0% 0人 0.0%

51歳～55歳 124人 16.6% 72人 9.9% 21人 3.2%

56歳～60歳 161人 21.5% 246人 33.9% 207人 31.6%

61歳～65歳 172人 23.1% 156人 21.5% 237人 36.1%

66歳～70歳 202人 27.1% 157人 21.7% 139人 21.2%

71歳～75歳 82人 11.0% 94人 13.0% 52人 7.9%

 76歳以上 3人 0.4% 0人 0.0% 0人 0.0%

計 746人 725人 656人

平均年齢

最高年齢

最低年齢
新規採用者
の平均年齢

62.9歳

76.0歳

年齢階層
平成11年度末

62.7歳

75.0歳

平成6年度末

54.2歳52.9歳

52.0歳48.0歳

55.3歳

平成16年度末

62.6歳

73.0歳

53.0歳

水先員数の推移

（人）



第一次試験
（身体検査・筆記試験）

第一次試験
（身体検査・筆記試験）

第二次試験
（口述試験）

第二次試験
（口述試験）

○身体検査基準
○ 航行法規（海上衝突予防法、

海上交通安全法等）
○ 操船に関する知識・技能など

○ 当該水先区の航路障害物、標識等の知識
○ 当該水先区の気象・海象に関する知識など

水先修業生の採用に向けた
各水先人会における評価の実施

水先修業生の採用に向けた
各水先人会における評価の実施

各水先人会
（修業期間３～４ヶ月）

各水先人会
（修業期間３～４ヶ月）

国土交通大臣の免許国土交通大臣の免許

水先人免許
取得希望者

（４月頃）

一次試験合格発表一次試験合格発表 （５月頃）

水先修業生選考委員会水先修業生選考委員会 ○ 学識者、水先人、船主等の委員構成

水先修業水先修業

二次試験合格発表二次試験合格発表 （１２～１月頃）

（７月頃）

（８～１１月頃）

（１２月頃）

評価結果評価結果

水先人免許取得までの流れ

○ ３年以上船長として総トン数
３，０００トン以上の船舶に
乗り組んでいたこと



【グラフ１】 外航船長・航海士の年齢別人数（H14.7.1現在）

※１．(社)日本船主協会調査資料を基に国土交通省が作成。

２．人数は、H14.7.1現在の外航15社の船長・航海士のうち、相応の船長履歴が取得できると考えられ

る実際の海上従事者数（陸上勤務者を除いた人数）を基に作成

【グラフ２】 H21.7.1における外航船長・航海士の年齢別人数の推計

【グラフ２の推計方法】

○水先人となる者の平均年齢及びH14の年齢別の人数構成から、55歳から人数が減少すること

を前提とし、H14の55歳以上の各年齢の人数比を基に55歳以上の減少率を算出し、当該減少

率を用いて、各年度の55歳以上についての人数を推定した。

○若年者(H14の24歳以下)は、H14の25歳及び26歳の平均人数を固定値として、推定した。

○上記以外については、人数に変動はないものとした。

H14 .7 .1の状況
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水先料金制度の概略

水先法に基づく国土交通省令に基づき、以下のとおり
定めている。

（例：総トン数１,０００トン以下、喫水３メートル以下の料金）
３マイルまで約３２,０００円を標準
１マイル超毎に約２,０００円を標準として加算

各種割増制度等についても、主に以下のものを省令
にて規定。

各種料金等の概要

夜間割増（日没後、夜明けまで）
多層甲板船割増（総トン数に比して高さが高く
風圧の影響を受ける自動車専用船等の船舶）

長時間割増（水先人が交代して８時間以上
水先を行う場合）

２名乗り料金（水先人が２名乗り込んで行う場合）

等

船舶の総トン数及び喫水を標準
水先区毎に定める
全国一律の基準で算定

水先料金制度の概略



片　 道　 料　 金 マイル当たり料金

東京 32 ３１．５万円 ９，８４３円

横浜 20 ２２．６万円 １１，３１９円

名古屋 43 ３９．３万円 ９，１２８円

神戸 37.5 ３５．３万円 ９，４２４円

香港 10 １０．７万円 １０，６７２円

シンガポール 4 ３．１万円 ７，７８３円

釜山（韓国） 4 ５．６万円 １４，０２７円

上海（中国） 47 ３１．６万円 ６，７２７円

ルアーブル（仏） 11 ３３．６万円 ３０，５０１円

ハンブルグ（独） 75 ７０．２万円 ９，３５７円

アントワープ（白） 67 ６６．７万円 ９，９５０円

ロッテルダム（蘭） 15 ３４．１万円 ２２，７１９円

サザンプトン（英） 27 １８．２万円 ６，７４１円

サンフランシスコ 19 ５４．３万円 ２８，５７６円

船舶条件 総トン数
平均喫水
満載喫水
全長
型幅
型深

・１ウォン　　　　 ＝0.11円

　　　　　　　　　３．.レートはH17.7.20のレートにより算定
・１ユーロ　　　　＝136.25円　　 ・１中国元　　　 ＝13.64円
・１香港ドル　　 ＝14.52円　　　・１ポンド　　　　＝196.00円
・１ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ＝66.95円　　　・１ドル　　　　　＝112.91円

　　　　　　　　　　　・ロッテルダムは、ボリュームディスカウント（50,000GTは36%off）後の料金を計上
　　　　　　　　　　　（無しの場合、マイル当たり35,498円)
　　　　　　　　　２．時間条件は、全て昼間を前提として算定

50,000ＧＴクラス（3,400TEUコンテナ船）距　離
(ﾏｲﾙ）

他の条件　　　１．最新の各国料金表及び船社の支払い実績を基に、より実態に即した料金を算定
　　　　　　　　　　　・乗下船実費等の付帯料金は算入せず、片道料金を算定
　　　　　　　　　　　・可能な範囲で実態に即した航行ルート、バースを選択して算定
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水先料金水準について


